
町内

実施施設

利用申込利用料金利用時間

０歳６ヵ月児～満３歳未満の保育所等に在園していないこども
※保育所等･･･

　保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育事業所、

　家庭的保育事業、企業主導型保育施設

※施設により受入可能な年齢が異なる可能性がありますので、利用先施設

　にご確認ください。

対象

（土日祝日・年末年始などの

休園日を除く）

月～金曜日

実施期間

横瀬町
こども誰でも

通園制度
のご案内

　こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事

業）は、すべての子どもの育ちを応援し、子

どもの良質な成育環境を整えることを目的と

した制度です。保育園などに通っていない子

どもでも保育園などを利用でき、働き方やラ

イフスタイルに関わらず、すべての子育て家

庭を支援します。

こども１人につき
月１０時間まで

※前の月に未利用分があっても、翌月に
　繰り越して利用することはできません。

※こども１人につき月10時間までを限度
　とし、1時間単位で利用できます。

1時間につき300円
※その他実費負担については、各施設
　にご確認ください。

※利用料減免については、裏面を
　ご覧ください。

※利用に必要なアカウントは、
　健康子育て課で発行します。
　詳細は裏面をご覧ください。

総合支援システム
（つうえんポータル）

からお申込みください。

施設名：横瀬町保育所
施設種類：公立保育所
住　　所：横瀬町大字横瀬1243番地1
実施方式：余裕活用型
利用曜日：月～金曜日（祝日・年末年始や行事などによる利用不可日を除く。）
利用時間：9:00～11:00　※食事やおやつ等の提供はありません。
利  用  料：1時間につき300円
利用定員：2名
利用対象：0歳6ヵ月児～2歳児
電話番号：0494-22-1802
※制度についてのお問合せは健康子育て課（0494-25-0110）までご連絡ください。

利用の手順などについては、裏面をご確認ください



●キャンセルポリシー

●その他

※利用者からのキャンセル連絡を施設が確認し、

応答等をもってキャンセル成立となります。

発生しない（無料）

利用開始10分前までに

キャンセル連絡をした場合

利用時間

つうえんポータルから利用を希望する施設の初回面談

を申し込む

つうえんポータル

認定申請

※申請者・こどもの情報を登録して申請してください。

システム（つうえんポータル）から認定申請をする

※利用予約前に初回面談が必須となるため、余裕を持った申請をお願い

　します。

利用施設ごとに初回のみ実施

※町が認定した後、登録されたメールアドレス宛にアカウント発行通知
　を送信します。

※予約した施設と、日程調整をしてください。

増減なし
（利用時間枠は消費されない）

●利用の手順

認定申請

認定・
初回面談予約

つうえんポータル

ログイン

初回面談
※安全に保育を行うため、アレルギー等の聞き取りを行います。

※予約完了メールの送信をもって予約完了になります。

利用仮予約
つうえんポータルから事前面談済みの施設の仮予約を行う
※利用予約は、利用日の30日前から７日前の午前０時までです。

利用・支払い
利用日に、保護者が送迎し施設を利用し、利用料を支払う
※施設に持ち物を確認してご用意をお願いします。

※登所・降所の際、２次元コードを使って利用登録します。予約時間外の受入れは行っていない
　ため、予約時間を十分にご確認ください。
※施設ごとに支払方法が異なります。

●利用料の負担軽減について
生活保護世帯、市町村民税所得割額合算77,101円未満世帯、要支援児童等は、利用料の負担軽減措置があります。
※詳細については、町ホームページをご覧ください。

(1)実施施設への利用予約が完了した時点より当キャンセルポリシーの対象となります。
(2)利用日を変更したい場合は、利用予約をした施設に速やかに連絡してください。
(3)利用前日まで発熱があった場合、利用当日に発熱がある場合などは、ご利用をお控えください。
(4)利用の無断キャンセルは、施設や他の利用者の迷惑となりますので、ご注意ください。
(5)利用の無断キャンセルや度重なる予約変更等をされた場合には、利用をお断りする場合があります。
(6)キャンセルにおける利用時間や利用料の取扱いは以下の表のとおりです。

利用料

無断キャンセルの場合

予約時間分を減算
（利用時間枠が消費される）

・施設利用中に起きた事故やケガ等に関する責任や治療費は利用する施設で対応できない場合があります。トラブルを防ぐためにも、
　施設を利用する際は、施設側へあらかじめお問い合わせいただくか、事前に保険等に加入していただくことをご検討ください。
・この内容は令和8年7月1日時点のものです。内容は変わる場合がありますので、最新の情報等は町ホームページをご覧ください。

★事業に関する問合せ先★
　横瀬町 健康子育て課 子育て応援グループ　電話：0494-25-0110

こども誰でも通園制度

についての詳細はこちら


